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規則  
 

 

甲府市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年２月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一         

 

 

甲府市規則第４号 

   甲府市財務規則の一部を改正する規則 

 甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第７１条第１項に次の２号を加える。 

 （２９） 特定世帯等臨時特別給付金 

 （３０） こうふ臨時特別給付金 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

- 3 -



告示  
 

                           甲府市告示第５２号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の７

件の一般競争入札を執行する。 

 

令和４年２月１日 

                 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）貸付物件 

次の物件ごとに入札に付する。 

施設名称：甲府市役所本庁舎 

所在地：甲府市丸の内一丁目１８番１号 

物件番号 貸付場所 貸付面積 設置台数 備考 

１ ２階の１ １．３６㎡ １台 
ユニバーサルデザイン 
自動販売機 

２ ２階の２ １．３６㎡ １台  

３ ３階の１ １．０２㎡ １台  

４ ３階の２ １．０２㎡ １台  

５ ４階 １．７６㎡ １台  

６ ７階 １．７６㎡ １台  

７ ９階 １．７６㎡ １台  

（２）予定価格  公表しない。 

（３）貸付期間 

令和４年４月１日（金）から令和７年３月３１日（月）まで 

（４）用途  自動販売機の設置及び運営に限る。 

２ 一般競争入札参加資格 

次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができる。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定

する一般競争入札に参加させることができない者又は同条第２項各号に掲げる

者のいずれにも該当しない法人又は個人であること。 
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（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号から第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という 。） で

はないこと。また、法人にあっては、その役員が暴力団員ではないこと。 

（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第 

１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く 。） でないこと。 

（５）法人にあっては、山梨県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては、

山梨県内に事業所等を設けて事業を営んでいること。 

（６）自動販売機の設置業務において、自ら管理及び運営に３年以上の実績を有し、

かつ、現時点においても行っている者であること。 

（７）国税及び本店、支店等が所在する市町村の税を滞納していないこと。 

３ 募集要項及び仕様書の配付期間、配付場所、配付方法 

（１）配付期間 

令和４年２月３日（木）から令和４年２月２２日（火）まで（この期間内の

市の休日を除く 。） 午前９時から午後５時まで 

（２）配付場所 

甲府市行政経営部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階） 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

（３）配付方法 

直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームページ（事

業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募型 ）） から情報を入手す

る場合は、この限りではない。 

４ 入札参加申込み 

この入札に参加を希望する者は、募集要項に示す「一般競争入札参加申込書」

ほか提出書類を次の申込場所まで持参すること。 

（１）申込期間  

令和４年２月１５日（火）から令和４年２月２４日（木）まで（この期間内

の市の休日を除く 。） 午前９時から午後５時まで 

（２）申込場所 

甲府市行政経営部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階） 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

５ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日時 

令和４年３月１０日（木）午前９時１５分から 

別表１のとおり物件ごとに順次実施する。 

（２）場所 

甲府市役所本庁舎 ６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 
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ただし、入札場所等については、変更する場合がある。 

６ 入札方法 

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てるものとする 。） をもって落札金額とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、契約希望金額の 

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記入すること。 

７ 入札の無効 

この告示に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

８ 落札者の決定 

甲府市が定める予定価格以上で、最高の金額をもって有効な入札を行った者を

落札者とする。 

９ その他 

（１）入札保証金  免除 

（２）契約保証金 

設置事業者として決定した者は、契約締結に際して、契約保証金として契約

金額の１００分の１０の額を納付しなければならない。ただし、甲府市契約規

則（昭和５０年規則第６６号）第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の

間に国（公社、公団を含む 。） 又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除とする。 

（３）契約書作成の要否  要 

（４）説明会  行わない。 

（５）その他  詳細は、募集要項及び仕様書による。 

 

別表１ 

入札日時 

物件番号 入札日 入札時間 

１ 

令和４年３月１０日（木） 

午前 ９時１５分 

２ 午前 ９時３０分 

３ 午前 ９時４５分 

４ 午前１０時００分 

５ 午前１０時３０分 

６ 午前１０時４５分 

７ 午前１１時００分 
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                           甲府市告示第５３号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

令和４年２月１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）貸付物件 

次の物件ごとに入札に付する。 

施設名称：甲府市役所西庁舎 

所在地：甲府市宝二丁目８番１９号 

貸付場所 貸付面積 設置台数 備考 

西庁舎１階玄関ホール（外側） ２．４２㎡ １台 屋外設置 

（２）予定価格  公表しない。 

（３）貸付期間 

令和４年４月１日（金）から令和７年３月３１日（月）まで 

（４）用途  自動販売機の設置及び運営に限る。 

２ 一般競争入札参加資格 

次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができる。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定

する一般競争入札に参加させることができない者又は同条第２項各号に掲げる

者のいずれにも該当しない法人又は個人であること。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号から第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という 。） で

はないこと。また、法人にあっては、その役員が暴力団員ではないこと。 

（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第 

１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く 。） でないこと。 

（５）法人にあっては、山梨県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては、

山梨県内に事業所等を設けて事業を営んでいること。 

（６）自動販売機の設置業務において、自ら管理及び運営に３年以上の実績を有し、

かつ、現時点においても行っている者であること。 

（７）国税及び本店、支店等が所在する市町村の税を滞納していないこと。 

３ 募集要項及び仕様書の配付期間、配付場所、配付方法 
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（１）配付期間 

令和４年２月３日（木）から令和４年２月２２日（火）まで（この期間内の

市の休日を除く 。） 午前９時から午後５時まで 

（２）配付場所 

甲府市行政経営部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階） 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

（３）配付方法 

直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームページ（事

業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募型 ）） から情報を入手す

る場合は、この限りではない。 

４ 入札参加申込み 

この入札に参加を希望する者は、募集要項に示す「一般競争入札参加申込書」

ほか提出書類を次の申込場所まで持参すること。 

（１）申込期間  

令和４年２月１５日（火）から令和４年２月２４日（木）まで（この期間内

の市の休日を除く 。） 午前９時から午後５時まで 

（２）申込場所 

甲府市行政経営部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階） 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

５ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日時 

令和４年３月１０日（木）午前１１時１５分から 

（２）場所 

甲府市役所本庁舎 ６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については、変更する場合がある。 

６ 入札方法 

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てるものとする 。） をもって落札金額とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、契約希望金額の 

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記入すること。 

７ 入札の無効 

この告示に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

８ 落札者の決定 

甲府市が定める予定価格以上で、最高の金額をもって有効な入札を行った者を

落札者とする。 

９ その他 
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（１）入札保証金  免除 

（２）契約保証金 

設置事業者として決定した者は、契約締結に際して、契約保証金として契約

金額の１００分の１０の額を納付しなければならない。ただし、甲府市契約規

則（昭和５０年規則第６６号）第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の

間に国（公社、公団を含む 。） 又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除とする。 

（３）契約書作成の要否  要 

（４）説明会  行わない。 

（５）その他  詳細は、募集要項及び仕様書による。 
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甲府市告示第５４号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

令和４年２月１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）貸付物件 

   次の物件を入札に付する。 

   施設名称：甲府市立図書館 

   所 在 地：甲府市城東一丁目１２番３３号  

物件番号 貸付場所 貸付面積 設置台数 備考 

１ １階飲食コーナー １．５４㎡ １台 屋内設置 

（２）予定価格 

   公表しない。 

（３）貸付期間 

令和４年４月１日（金）から令和７年３月３１日（月）まで 

（４）用途 

   自動販売機の設置・運営に限る。 

２ 一般競争入札参加資格 

  次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができる。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定 

する一般競争入札に参加させることができない者又は同条第２項各号に掲げる

者のいずれにも該当しない法人又は個人であること。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号から第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で

ないこと。また、法人においてはその役員が暴力団員でないこと。 

（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第

１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（５）法人にあっては、山梨県内に本店・支店又は営業所を有し、個人にあって  

は、山梨県内に事業所等を設けて事業を営んでいること。 
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（６）自動販売機の設置業務において、自らの管理・運営に３年以上の実績を有し、

かつ、現時点においても行っている者であること。 

（７）国税及び本店・支店等が所在する市町村の税を滞納していないこと。 

３ 募集要項及び仕様書の配付期間、配付場所、配付方法 

（１）配付期間 

 令和４年２月３日（木）から令和４年２月２２日（火）まで 

   （この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

 午前９時から午後５時まで 

（２）配付場所 

甲府市行政経営部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階） 

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   電話番号０５５－２３７-５１９７ 

（３）配付方法 

直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームページ（事

業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募型））から情報を入手す

る場合は、この限りではない。 

４ 入札参加申込 

  この入札に参加を希望する者は、募集要項に示す「一般競争入札参加申込書」

のほか提出書類を次の申込場所まで持参すること。 

（１）申込期間 

令和４年２月１５日（火）から令和４年２月２４日（木）まで 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

   午前９時から午後５時まで 

（２）申込場所 

甲府市行政経営部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階） 

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

５ 入札及び開札の日時並びに場所 

（１）日時 

 令和４年３月１０日（木）午前１１時３０分から 

（２）場所 

甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

   ただし、入札場所等については、変更する場合がある。  

６ 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、契約希望金額の１１０

分の１００に相当する金額を入札書に記入すること。 

７ 入札の無効 

  この告示に示した入札参加資格のない者の行った入札、申告書又は資料に虚偽
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の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす 

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

８ 落札者の決定 

  甲府市が定める予定価格以上で、最高の金額をもって有効な入札を行った者を

落札者とする。 

９ その他 

（１）入札保証金 

   免除 

（２）契約保証金 

設置事業者として決定した者は、契約締結に際して、契約保証金として契約

金額の１００分の１０の額を納入しなければならない。ただし、甲府市契約規

則（昭和５０年規則第６６号）第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の

間に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除とする。 

（３）契約書作成の要否 

   要 

（４）説明会 

   行わない。 

（５）その他 

詳細は、募集要項及び仕様書による。 
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甲府市告示第５５号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の３

件の一般競争入札を執行する。 

 

令和４年２月１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）貸付物件 

   次の物件ごとに入札に付する。 

   施設名称：甲府市立甲府商科専門学校  

   所 在 地：甲府市西下条町１０２０番地  

物件番号 貸付場所 貸付面積 設置台数 備  考 

１ 

 

Ａ館１階   

学生ホール１ 
２．００㎡ １台 屋内設置 

Ａ館１階   

学生ホール２ 
２．００㎡ １台 

屋内設置 

食品自動販売機 

２ 
Ｂ館１階   

ホール１ 
２．００㎡ １台 屋内設置 

３ 
Ｂ館１階   

ホール２ 
２．００㎡ １台 屋内設置 

（２）予定価格 

   公表しない。 

（３）貸付期間 

令和４年４月１日（金）から令和７年３月３１日（月）まで 

（４）用途 

   自動販売機の設置・運営に限る。 

２ 一般競争入札参加資格 

  次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができる。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定 

する一般競争入札に参加させることができない者又は同条第２項各号に掲げる

者のいずれにも該当しない法人又は個人であること。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号から第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で

ないこと。また、法人においてはその役員が暴力団員でないこと。 

（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第

１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 
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（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（５）法人にあっては、山梨県内に本店・支店又は営業所を有し、個人にあって  

は、山梨県内に事業所等を設けて事業を営んでいること。 

（６）自動販売機の設置業務において自らの管理・運営に３年以上の実績を有し、

かつ、現時点においても行っている者であること。 

（７）国税及び本店・支店等が所在する市町村の税を滞納していないこと。 

３ 募集要項及び仕様書の配付期間、配付場所、配付方法 

（１）配付期間 

 令和４年２月３日（木）から令和４年２月２２日（火）まで 

   （この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

   午前９時から午後５時まで 

（２）配付場所 

甲府市行政経営部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階） 

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   電話番号０５５－２３７－５１９７ 

（３）配付方法 

直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームページ（事

業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募型））から情報を入手す

る場合は、この限りではない。 

４ 入札参加申込 

  この入札に参加を希望する者は、募集要項に示す「一般競争入札参加申込書」

のほか提出書類を次の申込場所まで持参すること。 

（１）申込期間  

令和４年２月１５日（火）から令和４年２月２４日（木）まで 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

   午前９時から午後５時まで 

（２）申込場所 

甲府市行政経営部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階） 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

５ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日時 

 令和４年３月１０日（木）午前１１時４５分から 

   別表１のとおり物件ごとに順次実施する。  

（２）場所 

甲府市役所本庁舎 ６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   ただし、入札場所等については、変更する場合がある。  

６ 入札方法 
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  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、契約希望金額の１１０

分の１００に相当する金額を入札書に記入すること。 

７ 入札の無効 

  この告示に示した入札参加資格のない者の行った入札、申告書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす 

る。 

  なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

８ 落札者の決定 

  甲府市が定める予定価格以上で、最高の金額をもって有効な入札を行った者を

落札者とする。 

９ その他 

（１）入札保証金 

   免除 

（２）契約保証金 

設置事業者として決定した者は、契約締結に際して、契約保証金として契約

金額の１００分の１０の額を納入しなければならない。ただし、甲府市契約規

則（昭和５０年規則第６６号）第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の

間に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除とする。 

（３）契約書作成の要否 

   要 

（４）説明会 

   行わない。 

（５）その他 

詳細は、募集要項及び仕様書による。 

 

別表１ 

 入札日時 

物件番号 入札日 入札時間 

１ 

令和４年３月１０日（木） 

午前１１時４５分 

２ 午後１時１５分 

３ 午後１時３０分 
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甲府市告示第５６号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の３

件の一般競争入札を執行する。 

 

令和４年２月１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）貸付物件 

   次の物件ごとに入札に付する。 

物件番号 所在地及び施設名称 貸付面積 
設置 
台数 

備考 

１ 
甲府市国母６丁目４番２号 

甲府市南西公民館１階ホール 
２．００㎡ １台 屋内設置 

２ 
甲府市和戸町９５５番地１  

甲府市東公民館１階ホール  
２．００㎡ １台 屋内設置 

３ 
甲府市武田３丁目１番６号 

甲府市北東公民館１階ホール  
２．００㎡ １台 屋内設置 

（２）予定価格 

   公表しない。 

（３）貸付期間 

令和４年４月１日（金）から令和７年３月３１日（月）まで 

（４）用途 

   自動販売機の設置・運営に限る。 

２ 一般競争入札参加資格 

  次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができる。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定

する一般競争入札に参加させることができない者又は同条第２項各号に掲げる

者のいずれにも該当しない法人または個人であること。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号から第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で

ないこと。また、法人においてはその役員が暴力団員でないこと。 

（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第  

１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 
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（５）法人にあっては、山梨県内に本店・支店又は営業所を有し、個人にあって  

は、山梨県内に事業所等を設けて事業を営んでいること。 

（６）自動販売機の設置業務において自らの管理・運営に３年以上の実績を有し、

かつ、現時点においても行っている者であること。 

（７） 国税及び本店・支店等が所在する市町村の税を滞納していないこと。 

３ 募集要項及び仕様書の配付期間、配付場所、配付方法 

（１）配付期間 

 令和４年２月３日（木）から令和４年２月２２日（火）まで 

   （この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

   午前９時から午後５時まで 

（２）配付場所 

甲府市行政経営部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階） 

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   電話番号０５５－２３７－５１９７ 

（３）配付方法 

直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームページ（事

業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募型））から情報を入手す

る場合は、この限りではない。 

４ 入札参加申込 

  この入札に参加を希望する者は、募集要項に示す「一般競争入札参加申込書」

のほか提出書類を次の申込場所まで持参すること。 

（１）申込期間  

令和４年２月１５日（火）から令和４年２月２４日（木）まで 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

   午前９時から午後５時まで 

（２）申込場所 

甲府市行政経営部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階） 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

５ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日時 

 令和４年３月１０日（木）午後１時４５分から 

   別表１のとおり物件ごとに順次実施する。 

（２）場所 

甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   ただし、入札場所等については、変更する場合がある。  

６ 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、契約希望金額の 
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１１０分の１００に相当する金額を入札書に記入すること。 

７ 入札の無効 

  この告示に示した入札参加資格のない者の行った入札、申告書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 

  なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

８ 落札者の決定 

  甲府市が定める予定価格以上で、最高の金額をもって有効な入札を行った者を

落札者とする。 

９ その他 

（１）入札保証金 

   免除 

（２）契約保証金 

設置事業者として決定した者は、契約締結に際して、契約保証金として契約

金額の１００分の１０の額を納入しなければならない。ただし、甲府市契約規

則（昭和５０年規則第６６号）第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の

間に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、免除とする。 

（３）契約書作成の要否 

   要 

（４）説明会 

   行わない。 

（５）その他 

詳細は、募集要項及び仕様書による。 

 

 

別表１ 

 入札日時 

物件番号 入札日 入札時間 

１ 

令和４年３月１０日（木） 

午後１時４５分 

２ 午後２時００分 

３ 午後２時１５分 
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甲府市告示第５７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の６

件の一般競争入札を執行する。 

 

令和４年２月 1 日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）貸付物件 

   次の物件ごとに入札に付する。 

   施設名称：甲府市立甲府商業高等学校 

   所 在 地：甲府市上今井町３００番地 

物件番号 貸付場所 貸付面積 
設置 
台数 備考 

１ 
中庭     

通路 1 
２．００㎡ １台 

乳飲料を中心とした紙
パック専用 

２ 
中庭   

通路 2 
２．００㎡ １台  

３ 
中庭    

通路 3 
２．００㎡ １台  

４ 
食堂西側   

通路 4 
２．００㎡ １台  

５ 
食堂西側   

通路 5 
２．００㎡ １台  

６ 
食堂西側   

通路 6 
２．００㎡ １台  

（２）予定価格 

   公表しない。 

（３）貸付期間 

令和４年４月１日（金）から令和７年３月３１日（月）まで 

（４）用途 

   自動販売機の設置・運営に限る。 

２ 一般競争入札参加資格 

  次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができる。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定

する一般競争入札に参加させることができない者又は同条第２項各号に掲げる

者のいずれにも該当しない法人又は個人であること。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
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第２条第２号から第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で

ないこと。また、法人においてはその役員が暴力団員でないこと。 

（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第  

１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）ではないこと。 

（５）法人にあっては、山梨県内に本店・支店又は営業所を有し、個人にあって  

は、山梨県内に事業所等を設けて事業を営んでいること。 

（６） 自動販売機の設置業務において、自らの管理・運営に３年以上の実績を有し、

かつ現時点においても行っている者であること。 

（７）国税及び本店・支店等が所在する市町村の税を滞納していないこと。 

３ 募集要項及び仕様書の配付期間、配付場所、配付方法 

（１）配付期間 

 令和４年２月３日（木）から令和４年２月２２日（火）まで 

   （この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

   午前９時から午後５時まで 

（２）配付場所 

甲府市行政経営部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階） 

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   電話番号０５５－２３７－５１９７ 

（３）配付方法 

直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームページ（事

業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募型））から情報を入手す

る場合は、この限りではない。 

４ 入札参加申込 

  この入札に参加を希望する者は、募集要項に示す「一般競争入札参加申込書」

のほか提出書類を次の申込場所まで持参すること。 

（１）申込期間  

令和４年２月１５日（火）から令和４年２月２４日（木）まで 

   （この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

   午前９時から午後５時まで 

（２）申込場所 

甲府市行政経営部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階） 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

５ 入札及び開札の日時並びに場所 

（１）日時 

 令和４年３月１０日（木）午後２時４５分から 

   別表１のとおり物件ごとに順次実施する。 

（２）場所 
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甲府市役所本庁舎６階 会議室  

甲府市丸の内一丁目１８番１号    

ただし、入札場所等については、変更する場合がある。 

６ 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、契約希望金額の１１０

分の１００に相当する金額を入札書に記入すること。 

７ 入札の無効 

  この告示に示した入札参加資格のない者の行った入札、申告書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす 

る。 

  なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる 

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

８ 落札者の決定 

  甲府市が定める予定価格以上で、最高の金額をもって有効な入札を行った者を

落札者とする。 

９ その他 

（１）入札保証金 

   免除 

（２）契約保証金 

設置事業者として決定した者は、契約締結に際して、契約保証金として契約

金額の１００分の１０の額を納入しなければならない。ただし、甲府市契約規

則（昭和５０年規則第６６号）第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の

間に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除とする。 

（３）契約書作成の要否 

   要 

（４）説明会 

   行わない。 

（５）その他 

詳細は、募集要項及び仕様書による。 

 

別表１ 

 入札日時 

物件番号 入札日 入札時間 
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１ 

令和４年３月１０日（木） 

午後２時４５分 

２ 午後３時００分 

３ 午後３時１５分 

４ 午後３時３０分 

５ 午後３時４５分 

６ 午後４時００分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 22 -



                           甲府市告示第５８号 

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年７月３１日法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２

の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和４年２月２日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）福発第５６７５号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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                           甲府市告示第５９号  

 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の５第１項の規定により甲府市森  

林整備計画を立てたいので、同法第１０条の５第７項において準用する同法第６条 

第１項の規定により次のとおり公告し、甲府市森林整備計画の案を縦覧に供する。  

 なお、甲府市森林整備計画の案に意見のある者は、縦覧期間が完了する日までに

甲府市長に対し、理由を付した文書をもって、意見を提出することができる。  

 

  令和４年２月３日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 縦覧場所 

  甲府市丸の内一丁目１８番１号  

甲府市産業部農林振興室林政課 

２ 縦覧期間 

  自 令和４年２月３日 

  至 令和４年３月２日 
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甲府市告示第６０号    

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号        （市長契）第１号 

（２）件名         自動体外式除細動器（AED）賃貸借 

（３）賃貸借期間      令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（４）品質・規格・数量など 仕様書による 

（５）納入場所       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４

年度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている

入札有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）山梨県内に本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「医

療器具」で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争

入札参加資格の申請において、業種が「医療器具」で申請している者であ

ること。 

（３）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律  

（昭和３５年法律第１４５号）第３９条第１項に規定する高度管理医療機  

器等の販売業・貸与業の許可を受けている者であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は

法人であってその役員が暴力団員でないこと。 

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度

要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこ

と。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、その処分を受けた

日から２年を経過していること。  

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始
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の申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受

けた後、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月３日（木）～ 令和４年２月１５日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市市長直轄組織危機管理室地域防災課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎４階 

電話０５５－２３７－５３５７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホー

ムページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報

を入手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月３日（木）～ 令和４年２月１５日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市市長直轄組織危機管理室地域防災課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎４階 

電話０５５－２３７－５３５７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１日（火） 午後２時００分 

（２）場 所 甲府市役所 本庁舎４階 大会議室 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の  

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 
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本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

    ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間

に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、  

かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、免除

する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則によ  

る。 
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甲府市告示第６１号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の７

件の制限付一般競争入札を執行する。 

 

令和４年２月３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札に付する事項 

（１）貸付物件 

   次の物件ごとに入札に付する。  

   施設名称：市立甲府病院 

   所 在 地：甲府市増坪町３６６番地  

物件番号 貸付場所 貸付面積 
設置 
台数 

備考 

１ １階の１ １．２８㎡ １台 
ユニバーサルデザイン
自動販売機 

２ １階の２ １．０４㎡ １台 
ユニバーサルデザイン
自動販売機 

３ １階の３ １．０４㎡ １台 
ユニバーサルデザイン
自動販売機 

４ ２階の１ ０．８８㎡ １台  

５ ２階の２ ０．９１㎡ １台  

６ ３階 ２．０８㎡ １台 
ユニバーサルデザイン
自動販売機 

７ ４階 １．４６㎡ １台 
ユニバーサルデザイン
自動販売機 

（２）予定価格 

   公表しない。 

（３）貸付期間 

令和４年４月１日（金）から令和７年３月３１日（月）まで 

（４）用途 

   自動販売機の設置・運営に限る。 

２ 入札参加資格 

  次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができる。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

- 28 -



第２条第２号から第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又

は法人であってその役員が暴力団員でないこと。 

（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第 

１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（５）法人にあっては、山梨県内に本店・支店又は営業所を有し、個人にあっては、

山梨県内で事業を営んでいること。 

（６）自動販売機の設置業務において、自らの管理・運営に３年以上の実績を有し、

かつ、現時点においても行っている者であること。 

（７）税の滞納がない者であること。（法人にあっては、所轄市町村の法人住民税の 

未納がない者。個人事業主にあっては、個人住民税の未納がない者。） 

３ 募集要項、仕様書の配付期間、配付場所、配付方法 

（１）配付期間 

 令和４年２月３日（木）から令和４年２月１４日（月）まで 

   （この期間内の土曜日、日曜日、祝日は除く。） 

   午前９時から午後５時まで 

（２）配付場所 

市立甲府病院事務局 病院事務総室 経営企画課 

   甲府市増坪町３６６番地（市立甲府病院２階） 

   電話番号０５５－２４４－１１１１（代表） 内線２０１５ 

（３）配付方法 

直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームページ（事

業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募型））・市立甲府病院ホー

ムページから情報を入手する場合は、この限りではない。 

４ 入札参加申込 

  この入札に参加を希望する者は、募集要項に示す「制限付一般競争入札参加申

込書」のほか提出書類を次の申込場所まで持参すること。  

（１）申込期間  

令和４年２月１５日（火）から令和４年２月２１日（月）まで 

（この期間内の土曜日及び日曜日は除く。） 

午前９時から午後５時まで 

（２）申込場所 

市立甲府病院事務局 病院事務総室 経営企画課 

甲府市増坪町３６６番地（市立甲府病院２階） 

５ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日時 

 令和４年３月９日（水）午前９時より 

   別表１のとおり物件ごとに順次実施する。  
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（２）場所 

市立甲府病院２階 第一会議室 

甲府市増坪町３６６番地 

   ただし、入札場所等については、変更する場合がある。  

６ 入札方法 

  落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、契約希望金額の１１０

分の１００に相当する金額を入札書に記入すること。 

７ 入札の無効 

   この告示に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽 

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす 

る。 

   なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる 

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は、無効とする。 

８ 落札者の決定 

  甲府市が定める予定価格以上で、最高の金額をもって有効な入札を行った者を

落札者とする。 

９ その他 

（１）入札保証金 

   免除 

（２）契約保証金 

設置事業者として決定した者は、契約締結に際して、契約保証金として契約

金額の１００分の１０の額を納付しなければならない。ただし、甲府市契約規

則（昭和５０年規則第６６号）第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の

間に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除とする。 

（３）契約書作成の要否 

   要 

（４）説明会 

   行わない。 

（５）その他 

詳細は、募集要項及び仕様書による。 

 

別表１ 

 入札日時 

物件番号 入札日 入札時間 
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１ 

令和４年３月９日（水） 

午前 ９時 

２ 午前 ９時４０分 

３ 午前１０時２０分 

４ 午前１１時 

５ 午前１１時４０分 

６ 午後 １時 

７ 午後 １時４０分 
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甲府市告示第６２号  

 

 次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和４年２月３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名         令和３年度甲府市国民健康保険料納入通知書 

              （兼更正通知書） 

２ 送達を受けるべき者   別紙のとおり 

３ 保管場所        甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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                           甲府市告示第６３号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  令和４年２月３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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甲府市告示第６４号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和４年２月３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市横根町字村ノ内１０１１番１及び１０１１番３から１０１１番７まで 

   以上６筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   笛吹市石和町広瀬６２３番地１ 

   合同会社アイランド 

   代表社員 中 内 光 男 

- 34 -



甲府市告示第６５号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和４年２月８日までに、引き取る旨の連絡を次の連

絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和４年２月３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市徳行地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：キジ白 

６ その他の特徴：成猫、首輪なし、中型 

７ 連絡先：甲府市福祉保健部保健衛生室生活衛生薬務課 

      電話０５５－２３７－２５５０  
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                           甲府市告示第６６号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  令和４年２月４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市大里町字中耕地３９８９番１から３９８９番１８まで、 

３９９０番２から３９９０番５まで及び４００７番１から４００７番６まで 

以上２８筆及び道 

２ 公共施設の種類 

公共施設の種類  道路、広場、ごみ集積所及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課  

   に備え置いて縦覧に供する。）  

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市伊勢四丁目２２番１号 

西甲府住宅株式会社 

   代表取締役 戸 田 克 己 
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                           甲府市告示第６７号 

 

 令和４年３月甲府市議会定例会は、甲府市議会定例会規則ただし書の規定を適用

し、令和４年２月に繰り上げて招集する。 

 

  令和４年２月４日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                           甲府市告示第６８号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和４年２月４日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上町字年代５０７番２から５０７番５まで及び５１１番３ 

   以上５筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市蓬沢一丁目２番１号 

   小 澤 輝 
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                           甲府市告示第６９号 

 

 地方自治法第２１９条第２項の規定により、専決処分した令和３年度補正予算  

を、別紙のとおり公表する。 

 

  令和４年２月４日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 令和３年度甲府市一般会計補正予算（第１５号） 
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                          甲府市告示第７０号 

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和４年２月７日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        法人市民税督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室収納課  

 

 

- 40 -



甲府市告示第７１号 

 

 次の特定空家等にかかわる書類は、その送達を受けるべき者が職権消除により送

付できないため公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和４年２月８日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       特定空家等 助言・指導書 

２ 送達を受けるべき者 （省略） 

３ 保管場所      甲府市まちづくり部まちづくり総室空き家対策課 
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甲府市告示第７２号 

 

甲府市自転車駐車場条例（平成１９年９月条例第２８号）第１３条第１項の規定

により、自転車駐車場内の自転車を撤去し、保管したので、同条第２項及び甲府市

自転車駐車場条例施行規則（平成１９年９月規則第４２号）第５条の規定により次

のとおり告示する。 

 

令和４年２月９日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 撤去し、保管した自転車が駐車してあった場所  

   甲府市甲府駅北口第１自転車駐車場・甲府市甲府駅北口第２自転車駐車場  

甲府市甲府駅南口第１自転車駐車場・甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場 

甲府市酒折駅北口自転車駐車場・甲府市酒折駅南口自転車駐車場 

２ 撤去し、保管した自転車の型式等  

 別紙のとおり 

３ 保管した日 

   令和３年１２月１０日 

４ 返還の申出場所 

   市民部市民総室総務課 

   交通安全係 ℡０５５－２３７－５３０３ 

５ 保管場所 

   甲府市甲府駅北口第 1 自転車駐車場 

   甲府市甲府駅北口第２自転車駐車場 

   甲府市甲府駅南口第１自転車駐車場 

   甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場 

甲府市酒折駅北口自転車駐車場  

６ 返還時に持参する物 

   住所・氏名を確認できるもの、自転車の鍵 
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甲府市告示第７３号 

 

次の市税徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送

したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和４年２月９日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 企発第２５６１７号 

             充当通知書 企発第２５６１８号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  
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                           甲府市告示第７４号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和４年２月９日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市落合町字沼４５４番１ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市幸町１６番１３号 

   一ノ瀬 友宏 

   一ノ瀬 里佳 
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甲府市告示第７５号  

 

 ネーミングライツパートナー募集に係る手続開始の公告について、次のとおり「甲

府駅北口多目的広場（よっちゃばれ広場）ネーミングライツパートナー申込書」及

び誓約書等の提出を招請する。 

 

  令和４年２月１０日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 対象施設名称 

  甲府駅北口多目的広場（よっちゃばれ広場） 

２ 募集の目的 

  本募集は、施設の愛称を命名する権利を付与する対価として、ネーミングライ

ツパートナーからネーミングライツ料を得て、施設の維持管理及び運営に係る費

用に充てることにより、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを

目的とする。 

３ 契約期間 

  契約期間は、３年以上とする。 

※ 提案のあった契約期間や命名権料をはじめとする各審査項目を総合的に勘案

し、ネーミングライツパートナーを決定する。 

４ 命名権料 

  １年間当たり５００万円以上とする。（消費税及び地方消費税相当額を含む）ネ

ーミングライツパートナーから施設に提供する役務や物品などの提案があれば、

併せて審査する。 

５ 応募資格要件 

  ネーミングライツパートナーとなることを希望する法人とする。 

本社・本店等の所在地については、甲府市内外を問わない。 

ただし、甲府市広告掲載基準第５に掲げるものに該当しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【甲府市広告掲載基準抜粋】 

５ 規制業種又は事業者 

次に掲げる業種又は事業者の広告は、掲載しない。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122

号）で、風俗営業と規定される業種及び類似の業種 

（２）貸金業法（昭和 58 年法律第 32 号）に規定する貸金業に関するもの及び類似

の業種 

（３）投機的商品に関するもの  

（４）ギャンブルに関するもの 

（５）法律に定めのない医療類似行為を行う施設 

（６）占い、運勢判断に関するもの 

（７）本市の市税を滞納している事業者 

（８）その他、甲府市広告掲載要綱第 14 に規定する甲府市広告審査委員会におい

て不適切と認める業種又は事業者 
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６ 手続等 

（1）募集要領、申込書、誓約書等を本市ホームページにて公表するので、適宜ダ

ウンロードすること。 

（2）甲府駅北口多目的広場（よっちゃばれ広場）ネーミングライツパートナー申

込書及び誓約書等の提出方法、提出期間及び提出先については、甲府駅北口

多目的広場（よっちゃばれ広場）ネーミングライツパートナー募集要領等を

参照すること。 

７ 連絡先 

  甲府市産業部産業総室ふるさと納税課 

  〒４００－８５８５ 山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

  ＴＥＬ ０５５－２３７－５３２８（直通） 

  ＦＡＸ ０５５－２２７－８０６５ 
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甲府市告示第７６号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､次のとおり道

路の区域を変更する。その関係図面は､まちづくり部まち整備室道路河川課におい

て、この告示の日から令和４年２月２４日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和４年２月１０日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   １０７９ 

３ 路線名    堀之内大津線 

４ 道路の区域 

旧新

の別 
区間 

幅員 

（メートル） 

延長 

（メートル） 

旧 
甲府市堀之内町字鳥居７３９番地先から 

甲府市堀之内町字鳥居７２４番地先まで 
 １２．０ １４９．２ 

新 
甲府市堀之内町字鳥居７３９番地先から  

甲府市堀之内町字鳥居７２４番地先まで 

１２．０～ 

  ２１．６ 
１５７．５ 
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甲府市告示第７７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月１４日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     福長契 第２号 

（２）業務名称     甲府市山宮福祉センター（外４箇所）自家用電気工作物  

            保安管理業務 

（３）履行期間     令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書による 

（５）業務内容     仕様書による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

令和３・４年度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理

されている入札有資格者名簿の登録予定者で、次の条件をすべて満たす者とす

る。 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）第３種電気主任技術者以上の資格を有する者を保有しており、かつ、定期点

検時に仕様書のとおり電気主任技術者を配置できる者であること。  

（３）電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第７７号）第５２条の２第２号

に該当し、市が同規則第５２条第２項の規定による承認を受けるに足りる委託

契約の相手方としての要件を具備する者であること。  

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が
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なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１５日（火）～令和４年２月２２日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市福祉保健部福祉保健総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５４５７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１５日（火）～令和４年２月２２日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市福祉保健部福祉保健総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５４５７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１８日（金） 午後４時００分 

（２）場 所 甲府市役所 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎８階（８－２会議室） 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

  本入札は、甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平  
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 成１８年条例第３３号）に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該

契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除

する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第７８号 

 

次の市税等にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）が明らか

でなく、調査を行ったがなお不明のため、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により公示する。 

なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和４年２月１４日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        令和３年度市民税・県民税 税額決定兼納税通知書 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市企画財務部課税管理室市民税課 
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甲府市告示第７９号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月１５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （業務委託）第４４０１号 

（２）業務名称      市立甲府病院警備等業務 

（３）履行期間      令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店若しくは本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「警備」

で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争入札参加資格

の申請において、業種が「警備」で申請している者であること。  

（３）警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定に基づき、山梨県公安

委員会から警備業者として認定された者又は同法第９条の規定に定める届出書

を山梨県公安委員会に提出している者のうち、同法第２２条第２項に基づく１

号警備業務の警備員指導教育責任者資格証の交付を受けた者を正規雇用してい

る者であること。 

（４）過去５年間において、３０名以上の社員（社会保険・雇用保険等加入してい

る者）を通年で雇用した実績がある者であること。  

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員等が暴力団員でないこと。 

（７）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（８）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  
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また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（１０）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１５日（火）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 市立甲府病院事務局病院事務総室総務課調達施設係 

甲府市増坪町３６６番地 市立甲府病院１階 

電話０５５－２４４－３２８９ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、市立甲府病院

ホームページ又は甲府市ホームページ（事業者向け情報 入札・

契約／入札情報）から情報を入手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１５日（火）～令和４年２月２８日（月）  

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 市立甲府病院事務局病院事務総室総務課調達施設係 

甲府市増坪町３６６番地 市立甲府病院１階 

電話０５５－２４４－３２８９ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午前１０時００分 

（２）場 所 市立甲府病院 第３会議室 

甲府市増坪町３６６番地 市立甲府病院１階 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  
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７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

この契約は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」

に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算

について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年間の間

に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契

約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、免除する。  

（３）契約書作成の要否：要  

なお、契約者に代わって自ら当該業務の完成を保証する資格及び能力を有す

る契約保証人を立てること。 

（４）仕様説明会：開催しない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第８０号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月１５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （業務委託）第４４０２号 

（２）業務名称      市立甲府病院設備運転管理業務 

（３）履行期間      令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店若しくは本社又は営業所を有する者であること。  

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「建物管

理」で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争入札参加

資格の申請において、業種が「建物管理」で申請している者であること。  

（３）電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）第２条の規定に定める第１種又

は第２種電気工事士の免状を交付された者を２名以上選任できること。  

（４）労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第４５条の規定に基づく１級又

は２級ボイラー技士免許を交付された者を２名以上選任できること。  

（５）高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）第２７条の４の規定に基づき

第２種又は第３種冷凍機械責任者の免状を交付された者を冷凍保安責任者とし

て２名以上選任できること。 

（６）消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２の規定に定める乙種第４

類危険物取扱者の免状を交付された者を２名以上選任できること。  

（７）医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第９条の１３及び病院、診

療所等の業務委託について（平成５年２月１５日、指第１４号、厚生省健康政

策局指導課長通知）に基づく適切な研修を受けた者を、医療ガス安全管理者と

して４名以上選任できること。  

（８）エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第９

条の規定に定めるエネルギー管理士の免状を交付された者を選任できること。  

（９）過去５年間において、３０名以上の社員（社会保険・雇用保険等加入してい 
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る者）を通年で雇用した実績がある者であること。  

（１０）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当していない者であること。 

（１１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でない

こと。また、法人においては、その役員等が暴力団員でないこと。 

（１２）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（１３）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（１４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立

がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競

争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。  

（１５）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１５日（火）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 市立甲府病院事務局病院事務総室総務課調達施設係 

甲府市増坪町３６６番地 市立甲府病院１階 

電話０５５－２４４－３２８９ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、市立甲府病院

ホームページ又は甲府市ホームページ（事業者向け情報 入札・

契約／入札情報）から情報を入手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１５日（火）～令和４年２月２８日（月）  

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 市立甲府病院事務局病院事務総室総務課調達施設係 

甲府市増坪町３６６番地 市立甲府病院１階 

電話０５５－２４４－３２８９ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午前１０時３０分 

（２）場 所 市立甲府病院 第３会議室 

甲府市増坪町３６６番地 市立甲府病院１階 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 
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落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

この契約は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」

に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算

について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年間の間

に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契

約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、免除する。  

（３）契約書作成の要否：要  

なお、契約者に代わって自ら当該業務の完成を保証する資格及び能力を有す

る契約保証人を立てること。 

（４）仕様説明会：開催しない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第８１号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月１５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （業務委託）第４４０４号 

（２）業務名称      市立甲府病院汚水雑排水管他保守点検業務 

（３）履行期間      令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。  

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「水処

理」で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争入札参加

資格の申請において、業種が「水処理」で申請している者であること。 

（３）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１４条

の規定に定める産業廃棄物収集運搬業の許可（汚泥）を山梨県知事から受けて

いること。 

（４）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第１２条の２第６号に掲げる建築物排水管清掃業の登録を山梨県知事から受け

ていること。 

（５）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に掲げる管工事業の許可を山

梨県知事から受けていること。  

（６）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員等が暴力団員でないこと。 

（８）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  
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（９）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（１０）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立

がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競

争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。  

（１１）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１５日（火）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 市立甲府病院事務局病院事務総室総務課調達施設係 

甲府市増坪町３６６番地 市立甲府病院１階 

電話０５５－２４４－３２８９ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、市立甲府病院

ホームページ又は甲府市ホームページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情

報）から情報を入手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１５日（火）～令和４年２月２８日（月）  

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 市立甲府病院事務局病院事務総室総務課調達施設係 

甲府市増坪町３６６番地 市立甲府病院１階 

電話０５５－２４４－３２８９ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午前１１時００分 

（２）場 所 市立甲府病院 第３会議室 

甲府市増坪町３６６番地 市立甲府病院１階 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる  
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いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

この契約は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」

に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算

について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年間の間

に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契

約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、免除する。  

（３）契約書作成の要否：要  

なお、契約者に代わって自ら当該業務の完成を保証する資格及び能力を有す

る契約保証人を立てること。 

（４）仕様説明会：開催しない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第８２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月１５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （業務委託）第４４０５号 

（２）業務名称      市立甲府病院特殊排水他処理施設保守点検業務  

（３）履行期間      令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「水処

理」で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争入札参加

資格の申請において、業種が「水処理」で申請している者であること。  

（３）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１４条

の規定に定める産業廃棄物収集運搬業の許可（汚泥）を山梨県知事から受けて

いること。 

（４）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に掲げる管工事業の許可を山

梨県知事から受けていること。  

（５）浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第４８条の規定に定める浄化槽保守点

検業の許可を山梨県知事から受けていること。  

（６）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員等が暴力団員でないこと。 

（８）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（９）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  
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また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（１０）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立

がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競

争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。  

（１１）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１５日（火）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 市立甲府病院事務局病院事務総室総務課調達施設係 

甲府市増坪町３６６番地 市立甲府病院１階 

電話０５５－２４４－３２８９ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、市立甲府病院

ホームページ又は甲府市ホームページ（事業者向け情報 入札・

契約／入札情報）から情報を入手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１５日（火）～令和４年２月２８日（月）  

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 市立甲府病院事務局病院事務総室総務課調達施設係 

甲府市増坪町３６６番地 市立甲府病院１階 

電話０５５－２４４－３２８９ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午前１１時３０分 

（２）場 所 市立甲府病院 第３会議室 

甲府市増坪町３６６番地 市立甲府病院１階 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  
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７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

この契約は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」

に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算

について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年間の間

に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契

約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、免除する。  

（３）契約書作成の要否：要  

なお、契約者に代わって自ら当該業務の完成を保証する資格及び能力を有す

る契約保証人を立てること。 

（４）仕様説明会：開催しない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第８３号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月１６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （行長契）第３号 

（２）業務名称       本庁舎他自家用電気工作物保安管理業務委託  

（３）履行期間       令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで  

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）第三種電気主任技術者以上の資格を有する者を雇用しており、かつ、定期点

検時に仕様書のとおり電気主任技術者を配置できる者であること。  

（３）電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第７７号）第５２条の２第２号

に該当し、市が同規則第５２条第２項の規定による承認を受けるに足りる委託

契約の相手方としての要件を具備する者であること。  

（４）事業協同組合とその組合員は、同時に入札に参加することはできない。なお、

事業協同組合が入札に参加する場合は、組合員を所属しているものとして参加

することができる。 

（５）協会とその協会員は、同時に入札に参加することはできない。なお、協会が

入札に参加する場合は、協会員を所属しているものとして参加することができ

る。 

（６）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（８）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  
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（９）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、その当該処分を受けた日か

ら２年を経過していること。 

（10）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（11）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１６日（水）～令和４年３月１日（火）  

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。）  

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市行政経営部行政経営総室総務課  

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１６日（水）～令和４年３月１日（火）  

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。）  

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市行政経営部行政経営総室総務課  

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１７日（木） 午前１１時００分 

（２）場 所 甲府市役所入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎６階 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２入札参加 
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資格に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は、無効とす

る。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定め

られた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札

者とする。 

８ 長期継続契約 

本入札は、甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平

成１８年条例第３３号）に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該

契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除

する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は、行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第８４号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月１６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （行長契）第４号 

（２）業務名称       本庁舎他自動扉保守点検業務委託 

（３）履行期間       令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）自動ドア施行技能士の資格を有する者を雇用しており、かつ、仕様書のとお

り配置できる者であること。 

（２）事業協同組合とその組合員は、同時に入札に参加することはできない。なお、

事業協同組合が入札に参加する場合は、組合員を所属しているものとして参加

することができる。 

（３）協会とその協会員は、同時に入札に参加することはできない。なお、協会が

入札に参加する場合は、協会員を所属しているものとして参加することができ

る。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、その当該処分を受けた日か

ら２年を経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は  
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民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。  

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１６日（水）～令和４年３月１日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市行政経営部行政経営総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１６日（水）～令和４年３月１日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市行政経営部行政経営総室総務課  

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１７日（木） 午前１１時３０分 

（２）場 所 甲府市役所入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎６階 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２入札参加

資格に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は、無効とす  

る。 

７ 落札者の決定方法 

  甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定め 
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られた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札

者とする。 

８ 長期継続契約 

本入札は、甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平

成１８年条例第３３号）に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該

契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除

する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は、行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 

- 69 -



                           甲府市告示第８５号 

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年７月３１日法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２

の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和４年２月１６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書  福発第６０９０号 

             充当通知書  福発第６０９１号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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                           甲府市告示第８６号 

 

 令和４年３月甲府市議会定例会を令和４年２月２８日午後１時、甲府市丸の内一

丁目１８番１号甲府市議会議場に招集する。 

 

  令和４年２月１８日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第８７号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、甲府市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年

１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告示する。 

 

  令和４年２月１８日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

２ 世帯主住所、被保険者氏名及び記号番号    別紙のとおり 

- 72 -



甲府市告示第８８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月１８日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）契約番号       （福長契）第３号 

（２）業務名称       甲府市斎場清掃業務 

（３）履行期間       令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入 

札有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に認定を受けている本店又は本社を有する者であること。 

（２）甲府市物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「清掃」で登録さ

れている者であること。 

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第１２条の２第１項第１号に掲げる建築物清掃業若しくは同項第８号に掲げる

建築物環境衛生総合管理業の登録を受けている者であること。  

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る指 

名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でない

こと。 

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が 

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争  
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入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１８日（金）～令和４年３月１日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市福祉保健部福祉保健総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５４５７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は伝送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１８日（金）～令和４年３月１日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市福祉保健部福祉保健総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５４５７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１８日（金） 午前１１時２０分 

（２）場 所 甲府市役所  

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎８階（８－１会議室） 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に  

 基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に  
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ついて減額又は削除があった場合は、当該契約を解除する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第８９号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月２１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （まち長委）第１号 

（２）業務名称     公園便所清掃等業務委託 

（３）履行期間     令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給入札参加資格の認定において、「清掃」で登録され 

  ている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月２１日（月）～令和４年３月２日（水） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和４年３月２日（水）については、午後３時００分まで  

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月２１日（月）～令和４年３月２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和４年３月２日（水）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１７日（木） 午前９時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎７階 会議室７－２ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約  

本入札は、甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平  

成１８年条例第３３号）に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該  

契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除  

する。 
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９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第９０号 

 

次の市税徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送

したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和４年２月２１日 

                 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本） 企発第２４３７５号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  

 

- 79 -



甲府市告示第９１号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月２２日 

           

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入 札 番 号      （環長契）第１号 

（２）業 務 名 称     甲府市環境センター管理棟清掃業務委託 

（３）履 行 期 間     令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履 行 場 所     仕様書による 

（５）業 務 内 容     仕様書による 

（６）予 定 価 格     公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

令和３・４度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理さ

れている入札有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の申請において、業種が「清掃」

で申請している者であること。 

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第１２条の２第１項第１号に掲げる建築物清掃業若しくは同項第８号に掲げる

建築物環境衛生総合管理業の登録を山梨県知事より受けている者であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る指

名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でない

こと。 

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 
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（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月２２日（火）～令和４年３月２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市環境部環境総室総務課 

甲府市上町６０１番地４（甲府市環境センター管理棟１階） 

電話０５５－２４１－４３１１ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月２２日（火）～令和４年３月２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市環境部環境総室総務課 

甲府市上町６０１番地４（甲府市環境センター管理棟１階）  

電話０５５－２４１－４３１１ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１５日（火） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市環境センター管理棟１階「会議室１」 

甲府市上町６０１番地４ 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  
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９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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                           甲府市告示第９２号 

 

 次の国民健康保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）  

に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため国民健康保険法（昭  

和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  令和４年２月２２日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 書類名   令和３年度国民健康保険料普通徴収第３期分督促状 

令和３年度国民健康保険料普通徴収第４期分督促状 

令和３年度国民健康保険料普通徴収第５期分督促状 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市企画財務部収納管理室収納課 
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甲府市告示第９３号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月２２日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （行長契）第１号 

（２）業務名称       本庁舎総合管理業務委託 

（３）履行期間       令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで  

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「警備」

及び「清掃」で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争

入札参加資格の申請において、業種が「警備」及び「清掃」で申請している者

であること。 

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第７条に掲げる建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を雇用し、同法第６

条に掲げる建築物環境衛生管理技術者として選任できる者であること。また、

同法第１２条の２第１項第５号に掲げる建築物飲料水貯水槽清掃業、同項第７

号に掲げる建築物ねずみ昆虫等防除業及び同項第８号に掲げる建築物環境衛生

総合管理業の登録を甲府市長又は山梨県知事より受けている者であること。 

（４）消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２に掲げる甲種危険物取扱

者又は乙種四類危険物取扱者の免状を交付された者を雇用し、選任できる者で

あること。 

（５）電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）第４条に掲げる第一種電気工事

士又は第二種電気工事士の免状を交付された者を雇用し、選任できる者である

こと。 

（６）警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定に定める認定を受けた

者であること。また、甲府市内に営業所を有する場合は同法第９条の規定に定

める届出を提出している者であること。  
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（７）平成２９年４月１日以降、延床面積が１５，０００㎡以上の山梨県内の公共

施設（病院等を含む）における清掃業務を受注し、入札参加申請書の提出時に

おいて、２年間以上の履行実績を有している者であること。 

（８）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（９）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（１０）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（１１）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこ  

と。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、その当該処分を受けた

日から２年を経過していること。  

（１２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立

がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競

争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（１３）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月２２日（火）～令和４年３月４日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市行政経営部行政経営総室総務課  

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月２２日（火）～令和４年３月４日（金）  

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市行政経営部行政経営総室総務課  

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月２２日（火） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎６階 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 
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５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２入札参加

資格に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は、無効とす  

る。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定め

られた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札

者とする。 

８ 長期継続契約 

本入札は、甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平

成１８年条例第３３号）に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該

契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除

する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は、行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第９４号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月２２日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （行長契）第２号 

（２）業務名称       南庁舎総合管理業務委託 

（３）履行期間       令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで  

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「警備」

及び「清掃」で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争

入札参加資格の申請において、業種が「警備」及び「清掃」で申請している者

であること。 

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第７条に掲げる建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を雇用し、同法第６

条に掲げる建築物環境衛生管理技術者として選任できる者であること。また、

同法第１２条の２第１項第５号に掲げる建築物飲料水貯水槽清掃業、同項第７

号に掲げる建築物ねずみ昆虫等防除業及び同項第８号に掲げる建築物環境衛生

総合管理業の登録を甲府市長又は山梨県知事より受けている者であること。  

（４）消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２に掲げる甲種危険物取扱

者又は乙種四類危険物取扱者の免状を交付された者を雇用し、選任できる者で

あること。 

（５）警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定に定める認定を受けた

者であること。また、甲府市内に営業所を有する場合は同法第９条の規定に定

める届出を提出している者であること。  

（６）平成２９年４月１日以降、延床面積が１５，０００㎡以上の山梨県内の公共

施設（病院等を含む）における清掃業務を受注し、入札参加申請書の提出時に

おいて、２年間以上の履行実績を有している者であること。  
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（７）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（９）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（１０）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこ  

と。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、その当該処分を受けた

日から２年を経過していること。  

（１１）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立

がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競

争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（１２）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月２２日（火）～令和４年３月４日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市行政経営部行政経営総室総務課  

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月２２日（火）～令和４年３月４日（金）  

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市行政経営部行政経営総室総務課  

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月２２日（火） 午前１０時３０分 

（２）場 所 甲府市役所入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎６階 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

 １００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、 
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その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２入札参加

資格に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は、無効とす  

る。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定め

られた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札

者とする。 

８ 長期継続契約 

本入札は、甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平

成１８年条例第３３号）に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該

契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除

する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は、行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第９５号 

 

 甲府農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律  

（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１２条第１項 

の規定により公告し、同条第２項の規定により当該農業振興地域整備計画書を次に 

より縦覧に供する。 

 

  令和４年２月２４日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 縦覧場所 

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 
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甲府市告示第９６号 

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び第８４条の２の規定に基

づき、次のとおり生活保護法等指定医療機関指定申請書を受理し、指定医療機関と

して指定したので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和４年２月２５日 

                   

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関指定申請書 

２ 医療機関番号、指定の期間、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代

表者、管理者 

                               別紙のとおり 
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                           甲府市告示第９７号 

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年７月３１日法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２

の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和４年２月２５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）福発第６３１６号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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                           甲府市告示第９８号 

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年７月３１日法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２

の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和４年２月２５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）福発第６３１８号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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                           甲府市告示第９９号 

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年７月３１日法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２

の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和４年２月２５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）福発第６１９２号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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甲府市告示第１００号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７９条の規定に基づく指定居宅介護支

援事業者として次の者を指定したので、同法第８５条の規定により公示する。 

 

令和４年２月２５日 

                 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５５９７ 

２ 事業所の名称      ケアシード居宅介護支援事業所 

３ 事業所の所在地      甲府市住吉５丁目３番１７号 

              Ｊ·Ｉ甲府第一マンション１０１ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市住吉５丁目３番１７号 

Ｊ·Ｉ甲府第一マンション１０１ 

ＣａｒｅＳｅｅｄ合同会社 

              代表社員 守 矢 賢 治 

５ サービスの種類      居宅介護支援 

６ 指定年月日          令和４年３月１日 
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甲府市告示第１０１号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規定する指

定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１条の５の２５第

１号の規定により公示する。 

 

令和４年２月２８日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社ＥＰＩＣ 

２ 事業者の所在地  甲府市国母３丁目１１番２３号 

３ 事業所名     放課後等デイサービス ハッピーハグ シャイン 

４ 事業所の所在地  甲府市高畑２丁目１７番１７号 

５ 事業の種類    放課後等デイサービス 

６ 指定事業所番号  １９５０１０３１４１ 

７ 指定年月日    令和４年３月１日 
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                         甲府市告示第１０２号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和４年２月２８日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        令和３年度固定資産税・都市計画税第３期督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室収納課  
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甲府市告示第１０３号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月２８日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）契約番号      （市民長契）第１号 

（２）業務名称      甲府市役所上九一色出張所機械警備業務委託 

（３）履行期間      令和４年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店又は本社、市内営業所を有する者であること。 

（２）警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定に定める山梨県公安  

委員会から警備業者と認定された者又は同法第９条の規定に定める届出書を  

山梨県公安委員会に提出している者であること。  

（３）警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４０条の規定に定める届出書を

提出している者であること。 

（４）警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４３条及び機械警備業者の即応  

体制の整備の基準等に関する規則（昭和５８年山梨県公安委員会規則第１

号）の規定に定める即応体制が整備されている者であること。  

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当していない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法

人であってその役員が暴力団員でないこと。  

（７）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る

指名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者で

ないこと。 

（８）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこ  

と。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から

２年を経過していること。 

 （９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又  
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は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申

立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた 

後、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（１０）市税等の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月２８日（月）～令和４年３月９日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時（締切日は午後３時まで） 

（２）配付場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内１丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５２９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホー

ムページ（産業・ビジネス／入札・契約／入札情報）から情報

を入手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月２８日（月）～令和４年３月９日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時（締切日は午後３時まで） 

イ 場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内１丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５２９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１８日（金） 午前９時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎７階 ７－１会議室 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に  
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基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は、当該契約は解除する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

           ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間

に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、か 

つ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除す 

る。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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教育委員会         
 

甲府市教育委員会告示第１号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１ 

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月１６日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （教長契）第１号 

（２）業務名称       甲府市立甲府商科専門学校校舎清掃業務委託  

（３）履行期間       令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「清掃」

で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争入札参加資格

の申請において、業種が「清掃」で申請している者であること。  

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第１２条の２第１項第１号に掲げる建築物清掃業又は同項第８号に掲げる建築

物環境衛生総合管理業の登録を甲府市長又は山梨県知事より受けている者であ

ること。 

（４）事業協同組合とその組合員は、同時に入札に参加することはできない。な  

お、事業協同組合が入札に参加する場合は、組合員を所属しているものとして

参加することができる。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。
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また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（７）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（８）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（１０）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午前９時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 
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この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

 なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる  

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第２号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１ 

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月１６日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （教長契）第２号 

（２）業務名称       甲府市中央部市民センター清掃業務委託  

（３）履行期間       令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「清掃」

で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争入札参加資格

の申請において、業種が「清掃」で申請している者であること。  

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第１２条の２第１項第１号に掲げる建築物清掃業又は同項第８号に掲げる建築

物環境衛生総合管理業の登録を甲府市長又は山梨県知事より受けている者であ

ること。 

（４）事業協同組合とその組合員は、同時に入札に参加することはできない。な  

お、事業協同組合が入札に参加する場合は、組合員を所属しているものとして

参加することができる。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（７）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  
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（８）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（１０）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午前９時５０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

 なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる  
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いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第３号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１ 

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月１６日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （教長契）第３号 

（２）業務名称       甲府市北部市民センター清掃業務委託  

（３）履行期間       令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「清掃」

で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争入札参加資格

の申請において、業種が「清掃」で申請している者であること。  

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第１２条の２第１項第１号に掲げる建築物清掃業又は同項第８号に掲げる建築

物環境衛生総合管理業の登録を甲府市長又は山梨県知事より受けている者であ

ること。 

（４）事業協同組合とその組合員は、同時に入札に参加することはできない。な  

お、事業協同組合が入札に参加する場合は、組合員を所属しているものとして

参加することができる。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（７）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  
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（８）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（１０）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午前１０時１０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

 なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる  
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いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第４号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の 1 

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月１６日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （教長契）第４号 

（２）業務名称       甲府市東部市民センター清掃業務委託  

（３）履行期間       令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「清掃」

で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争入札参加資格

の申請において、業種が「清掃」で申請している者であること。  

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第１２条の２第１項第１号に掲げる建築物清掃業又は同項第８号に掲げる建築

物環境衛生総合管理業の登録を甲府市長又は山梨県知事より受けている者であ

ること。 

（４）事業協同組合とその組合員は、同時に入札に参加することはできない。な  

お、事業協同組合が入札に参加する場合は、組合員を所属しているものとして

参加することができる。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（７）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  
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（８）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（１０）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午前１０時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

  なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる  
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いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第５号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の 1 

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月１６日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （教長契）第５号 

（２）業務名称       甲府市南西部市民センター清掃業務委託  

（３）履行期間       令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「清掃」

で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争入札参加資格

の申請において、業種が「清掃」で申請している者であること。  

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第１２条の２第１項第１号に掲げる建築物清掃業又は同項第８号に掲げる建築

物環境衛生総合管理業の登録を甲府市長又は山梨県知事より受けている者であ

ること。 

（４）事業協同組合とその組合員は、同時に入札に参加することはできない。な  

お、事業協同組合が入札に参加する場合は、組合員を所属しているものとして

参加することができる。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（７）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  
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（８）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（１０）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午前１０時５０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

 なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる  
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いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第６号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１ 

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月１６日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （教長契）第６号 

（２）業務名称       甲府市北東部市民センター清掃業務委託  

（３）履行期間       令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「清掃」

で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争入札参加資格

の申請において、業種が「清掃」で申請している者であること。  

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第１２条の２第１項第１号に掲げる建築物清掃業又は同項第８号に掲げる建築

物環境衛生総合管理業の登録を甲府市長又は山梨県知事より受けている者であ

ること。 

（４）事業協同組合とその組合員は、同時に入札に参加することはできない。な  

お、事業協同組合が入札に参加する場合は、組合員を所属しているものとして

参加することができる。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（７）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  
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（８）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（１０）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午前１１時１０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

 なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる  
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いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第７号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１ 

件の一般競争入札を執行する。  

                  

令和４年２月１６日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （教長契）第７号 

（２）業務名称       甲府市南部市民センター清掃業務委託  

（３）履行期間       令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「清掃」

で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争入札参加資格

の申請において、業種が「清掃」で申請している者であること。  

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第１２条の２第１項第１号に掲げる建築物清掃業又は同項第８号に掲げる建築

物環境衛生総合管理業の登録を甲府市長又は山梨県知事より受けている者であ

ること。 

（４）事業協同組合とその組合員は、同時に入札に参加することはできない。な  

お、事業協同組合が入札に参加する場合は、組合員を所属しているものとして

参加することができる。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（７）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  
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（８）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（１０）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午前１１時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

 なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる  
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いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第８号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１ 

件の一般競争入札を執行する。  

                  

令和４年２月１６日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （教長契）第８号 

（２）業務名称       甲府市西部市民センター清掃業務委託  

（３）履行期間       令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「清掃」

で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争入札参加資格

の申請において、業種が「清掃」で申請している者であること。  

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第１２条の２第１項第１号に掲げる建築物清掃業又は同項第８号に掲げる建築

物環境衛生総合管理業の登録を甲府市長又は山梨県知事より受けている者であ

ること。 

（４）事業協同組合とその組合員は、同時に入札に参加することはできない。な  

お、事業協同組合が入札に参加する場合は、組合員を所属しているものとして

参加することができる。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（７）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  
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（８）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（１０）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午後１時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

 なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる  
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いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第９号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１ 

件の一般競争入札を執行する。  

                 

令和４年２月１６日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （教長契）第９号 

（２）業務名称       甲府市中道支所及び公民館清掃業務委託  

（３）履行期間       令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「清掃」

で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争入札参加資格

の申請において、業種が「清掃」で申請している者であること。  

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第１２条の２第１項第１号に掲げる建築物清掃業又は同項第８号に掲げる建築

物環境衛生総合管理業の登録を甲府市長又は山梨県知事より受けている者であ

ること。 

（４）事業協同組合とその組合員は、同時に入札に参加することはできない。な  

お、事業協同組合が入札に参加する場合は、組合員を所属しているものとして

参加することができる。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（７）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  
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（８）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（１０）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午後１時５０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

 なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる  
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いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第１０号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１ 

件の一般競争入札を執行する。  

                  

令和４年２月１６日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （教長契）第１０号 

（２）業務名称       甲府市立図書館清掃・設備管理等業務委託  

（３）履行期間       令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「清掃」

で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争入札参加資格

の申請において、業種が「清掃」で申請している者であること。  

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第１２条の２第１項第７号に掲げる建築物ねずみ昆虫等防除業及び同項８号に

掲げる建築物環境衛生総合管理業の登録を甲府市長又は山梨県知事より受けて

いる者であること。 

（４）事業協同組合とその組合員は、同時に入札に参加することはできない。な  

お、事業協同組合が入札に参加する場合は、組合員を所属しているものとして

参加することができる。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（７）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  
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（８）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。  

（１０）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月）  

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。）  

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月）  

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午後２時１０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

 なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる  
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いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市教育委員会告示第１１号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１ 

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月１６日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （教長契）第１１号 

（２）業務名称       甲府市武田氏館跡歴史館清掃業務委託 

（３）履行期間       令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで  

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「清掃」

で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競争入札参加資格

の申請において、業種が「清掃」で申請している者であること。  

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第１２条の２第１項第７号に掲げる建築物ねずみ昆虫等防除業の登録を甲府市

長又は山梨県知事から受けている者であって、同項第１号に掲げる建築物清掃

業及び同項第４号に掲げる建築物飲料水水質検査業の登録を甲府市長又は山梨

県知事から受け、又は同項第８号に掲げる建築物環境衛生総合管理業の登録を

甲府市長若しくは山梨県知事から受けている者であること。  

（４）事業協同組合とその組合員は、同時に入札に参加することはできない。な  

お、事業協同組合が入札に参加する場合は、組合員を所属しているものとして

参加することができる。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（７）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要 

- 131 -



綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（８）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（１０）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月）  

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。）  

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月）  

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。）  

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午後２時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  
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る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第１２号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１ 

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月１６日 

 

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （教長契）第１２号 

（２）業務名称      デジタル印刷機賃貸借 

（３）履行期間      令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。  

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種

が「事務用品」で登録されている者又は令和４年度における甲府市物品供給競

争入札参加資格の申請において、第１希望の業種が「事務用品」で申請してい

る者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が 

  なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争  
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  入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午後３時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に  
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基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第１３号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１ 

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年２月１６日 

 

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （教長契）第１３号 

（２）業務名称     甲府市西部市民センターガス空調設備保守点検業務委託  

（３）履行期間     令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書による 

（５）業務内容     仕様書による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。  

（２）甲府市における建設工事の競争入札参加資格の認定において、業種が「管工

事」で登録されている者又は令和４年度における建設工事の競争入札参加資格

の申請において、業種が「管工事」で申請している者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 
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（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午後４時 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に  
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 基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第１４号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１ 

件の一般競争入札を執行する。  

                  

令和４年２月１６日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （教長契）第１４号 

（２）業務名称       学習支援ソフトウェア賃貸借  

（３）履行期間       令和４年４月１日から令和７年１月３１日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和４年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「事務用

品」若しくは「情報・通信」で登録されている者又は令和４年度における甲府

市物品供給競争入札参加資格の申請において、業種が「事務用品」若しくは

「情報・通信」で申請している者であること。  

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が 
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  なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札 

参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会学校教育課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会学校教育課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２１ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１８日（金） 午前１０時 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げ

るいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 
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  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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監査委員 
 

甲府市監査委員告示第１号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に

よる令和３年度定期監査、同条第２項の規定による令和３年度行政監査、同条第５

項の規定による令和３年度工事監査並びに同条第７項の規定による令和３年度財政

援助団体等監査を実施したので、その結果に関する報告を同条第９項の規定により、

別冊のとおり公表する。 

 

令和４年２月２８日 

                  

甲府市監査委員 

相 良 治 彦 

雨 宮   均 

長 沢 達 也 
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甲府市監査委員告示第２号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３７第５項の規定に基づ

き、包括外部監査人柴山聡から監査の結果に関する報告の提出があったので、同法

第２５２条の３８第３項の規定により、別冊のとおり公表する。 

 

令和４年２月２８日 

 

甲府市監査委員 

相 良 治 彦 

雨 宮   均 

長 沢 達 也 
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農業委員会 
 

甲府市農業委員会告示第２号 

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づき甲府市農業委員会２月

定例総会を、令和４年２月２５日午後２時００分、甲府市南公民館において開催し、

付議すべき事項について協議するので、甲府市農業委員会総会会議規則第２条の規

定により公告する。 

 

  令和４年２月２２日 

                  

甲府市農業委員会会長 西 名 武 洋 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 令和４年３月告示分農用地利用集積計画について 

３ 農用地利用配分計画（案）の作成について 
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上下水道局  
 

                       甲府市上下水道局告示第４号 

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規 

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争 

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  令和４年２月２日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１００９８号 

工事名 （更新－８）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市高畑一丁目・上石田二丁目地内（飯豊橋の南） 

工事概要 １ 工事内容 

・ＤＩＰ．ＧＸ（φ２００） Ｌ＝ ４０．０ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ （φ２００） Ｌ＝  ７．５ｍ 

・ＤＩＰ．ＧＸ（φ１５０） Ｌ＝ １０．５ｍ 

・ＤＩＰ．ＧＸ（φ１００） Ｌ＝５３３．５ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ （φ１００） Ｌ＝  １．０ｍ 

・ＤＩＰ．ＧＸ（φ ７５） Ｌ＝ １５．５ｍ 

・ＨＰＰＥ  （φ ７５） Ｌ＝ ２９．０ｍ 

・ＲＲＶＰ  （φ ７５） Ｌ＝  １．０ｍ 

・ＨＰＰＥ  （φ ５０） Ｌ＝ ２３．０ｍ 

・ＲＲＶＰ  （φ ５０） Ｌ＝  １．５ｍ 

・ＳＳＰ   （φ ５０） Ｌ＝  ６．５ｍ 

・仕切弁．ＧＸ（φ２００）       ２基 

・仕切弁．ＧＸ（φ１５０）       １基 

・仕切弁．ＧＸ（φ１００）       ７基 

・泥吐弁．ＧＸ（φ１００）       １基 

・仕切弁．ＧＸ（φ ７５）       ２基 

・仕切弁．ＰＥ（φ ７５）       １基 

・仕切弁．ＰＥ（φ ５０）       ２基 

・仕切弁．Ｆ （φ ５０）       １基 

・消火栓   （φ ７５）       １基 

・水抜栓   （φ ２５）       ２基 
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２ 工期 令和４年１０月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
９２，７６３，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 
土木一式 Ａ 

特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

４，６００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１８年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年２月２日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年２月１４日 

３ 申請書受付開始日 令和４年２月２日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年２月１４日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年２月１８日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年２月２日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年２月２１日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年２月２日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年２月２１日 

- 147 -



10 入札日時 
令和４年３月２日 

午前９時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年３月７日 

12 開札日時 
令和４年３月１１日 

午前９時００分 

13 落札者決定日 令和４年３月１４日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年２月２５日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年２月２８日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年３月９日まで 

２ 回答 令和４年３月１０日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年３月１０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用「甲府市低入札価格調査実施要綱（令和３年４月１日改

正）」 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 
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問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                       甲府市上下水道局告示第５号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規 

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争 

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事であり、かつ、甲府市余裕期間制度の試行に係る事務処 

理要領の適用を受けるものである。 

 

  令和４年２月２日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （舗装）１１００９９号 

工事名 （路４－９）路面復旧工事（余フ） 

工事場所 甲府市国母六丁目地内（甲府市地方卸売市場の東） 

工事概要 

１ 工事内容 

・表層工（再生密粒度ＡＳＣ ｔ＝５ｃｍ） 

              Ａ＝５，８８４㎡ 

・再生瀝青安定処理路盤材（ｔ＝１０ｃｍ） 

              Ａ＝２，１６２㎡ 

・区画線工  １式 

・付帯工   １式 

２ 工期 令和４年１０月５日まで 

３ 

適用される 

余裕期間制 

度の方式の 

別及び工事 

開始日 

方式：フレックス方式 

 

工事開始日：契約締結日の翌日から令和４年５月 

１３日までの間で受注者が選択する日 

４ 
予定価格 

（税込み） 
５２，７４５，０００円 

５ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 

３ 同種工事施工実績 路面復旧工事等。 
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た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

２，６００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１８年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年２月２日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年２月１４日 

３ 申請書受付開始日 令和４年２月２日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年２月１４日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年２月１８日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年２月２日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年２月２１日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年２月２日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年２月２１日 

10 入札日時 
令和４年３月２日 

午前９時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年３月７日 

12 開札日時 
令和４年３月１１日 

午前９時１０分 

13 落札者決定日 令和４年３月１４日 

提出書類 １ 参加申請時 入札説明書に記載 
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２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
契約時 

（落札者のみ） 
工事開始日設定通知書 

４ 
工事開始日 

（落札者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年２月２５日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年２月２８日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年３月９日まで 

２ 回答 令和４年３月１０日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年３月１０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用「甲府市低入札価格調査実施要綱（令和３年４月１日改

正）」 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市上下水道局告示第６号 

 

甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）第６条にかかわる甲府市下水

道工事指定店として、工事施工業者を指定したので、甲府市下水道工事指定店規程

（平成１９年４月規程第３０号）第１１条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  令和４年２月８日 

                  

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

指定年月日   令和４年２月８日 

指 定 番 号   第２９２号 

指 定 店 名   株式会社 ナカムラ工業所 

所 在 地   笛吹市春日居町鎮目１３８番地１３ 

代表者氏名   仲村 友和 
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甲府市上下水道局告示第７号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の４件の一般競争入

札を執行する。 

 

令和４年２月１７日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

１ 入札に付する事項 

（１）貸付物件 

   次の物件ごとに入札に付する。 

   施設名称 ①甲府市上下水道局本局庁舎 

        ②平瀬浄水場 

        ③浄化センター 

    所在地 ①甲府市下石田二丁目２３番１号 

        ②甲府市平瀬町４３７番地３ 

        ③甲府市大津町１６４５番地 

物件番号 貸付場所 貸付面積 設置台数 施設名 

１ １階屋外 ２．４２㎡ １台 ① 上下水道局本局庁舎 

２ １階屋外 ２．４２㎡ １台 ① 上下水道局本局庁舎 

３ １階屋内 ２．４２㎡ １台 ② 平瀬浄水場 

４ １階屋外 ２．４２㎡ １台 ③浄化センター 

（２）予定価格 

   公表しない。 

（３）貸付期間 

令和４年４月１日（金）から令和７年３月３１日（月）まで 

（４）用途 

   飲料用自動販売機の設置・運営に限る。 

２ 一般競争入札参加資格 

  次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができる。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定 

する一般競争入札に参加させることができない者又は同条第２項各号に掲げる
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者のいずれにも該当しない法人又は個人であること。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号から第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又

は法人であってその役員が暴力団員でないこと。 

（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第 

１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（５）法人にあっては山梨県内に本店・支店又は営業所を有し、個人にあっては山

梨県内に事業所等を設けて事業を営んでいること。 

（６）飲料用自動販売機の設置運営において、自ら管理・運営する３年以上の実績

を有し、かつ現時点においても行っている者であること。 

（７）税の滞納がない者であること。法人にあっては、所轄市町村の法人住民税の

未納が無い者、また個人事業主にあっては、個人住民税の未納が無い者とす

る。 

３ 募集要項、仕様書の配付期間、配付場所及び配付方法 

（１）配付期間 

 令和４年２月１７日（木）から令和４年２月２８日（月）まで 

   （この期間内の土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

   午前９時から午後５時まで 

（２）配付場所 

甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

   甲府市下石田二丁目２３番１号（上下水道局本局庁舎３階） 

   電話番号０５５－２２８－３４３６ 

（３）配付方法 

直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市上下水道局ホーム

ページ（企業向け情報／入札情報）又は甲府市ホームページ（事業者向け情報

／入札・契約／入札情報（その他・公募型））から情報を入手する場合は、こ

の限りではない。 

４ 入札参加申込み 

  この入札に参加を希望する者は、募集要項に示す「一般競争入札参加申込書」

ほか提出書類を次の申込場所まで持参すること。 

（１）申込期間  

令和４年２月１７日（木）から令和４年２月２８日（月）まで 

   （この期間内の土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

午前９時から午後５時まで 

（２）申込場所 

甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

甲府市下石田二丁目２３番１号（上下水道局本局庁舎３階） 
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電話番号０５５－２２８－３４３６  

５ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日時 

 令和４年３月１６日（水）午後１時３０分より 

   別表１のとおり物件ごとに順次実施する。  

（２）場所 

甲府市上下水道局 本局庁舎３階大会議室 

甲府市下石田二丁目２３番１号 

   ただし、入札場所等については、変更する場合がある。  

６ 入札方法 

  入札者は消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という）に係る課税事業者

であるか否かを問わず、消費税等抜きの金額を入札書に記入すること。なお、落

札者の決定に当たり、物件番号１、２、４の貸付については、入札書に記載され

た金額を以って落札金額（消費税等非課税）とする。また、物件番号３の貸付に

ついては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）を以って落札金額とする。 

７ 入札の無効 

  この告示に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす 

る。 

   なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる 

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

８ 落札者の決定 

  甲府市上下水道局が定める予定価格以上で、最高の金額をもって有効な入札を

行った者を落札者とする。 

９ その他 

（１）入札保証金 

   免除 

（２）契約保証金 

設置事業者として決定した者は、契約締結に際して、契約保証金として契約

金額の１００分の１０の額を納付しなければならない。ただし、甲府市上下水

道局契約規程及び甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年

の間に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ

くする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除とする。 

（３）契約書作成の要否 

   要 

（４）説明会 

   行わない。 

（５）その他 
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詳細は、入札説明書、募集要項及び仕様書による。 

 

別表１ 

 入札日時 

物件番号 入札日 入札時間 

１ 

令和４年３月１６日（水） 

午後 １時３０分 

２ 午後 ２時００分 

３ 午後 ２時３０分 

４ 午後 ３時００分 
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                       甲府市上下水道局告示第８号 

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１件の一般競争入

札を執行する。 

 

令和４年２月１７日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      上下水長契－２号 

（２）業務名称      甲府市上下水道局本局庁舎警備及び宿日直業務委託 

（３）履行期間      令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市・甲府市上下水道局における入札参加資格の認定を受けている者で、次 

の条件をすべて満たす者とする。 

（１）甲府市内に本店・支店又は営業所を有する者であること。 

（２）入札有資格者名簿での登録業種が「警備」であること。 

（３）警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定に基づき山梨県公安委

員会から警備業者として認定を受けた者のうち、同法第２２条第２項に基づく

１号警備業務の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者を正規雇用し

ている者であること。 

（４）地方自治法施行令 ( 昭和２２年政令第１６号 ) 第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 ( 平成３年法律第７７号 )

第２条第６号に規定する暴力団員 ( 以下「暴力団員」という。 ) でないこと。  

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市上下水道局物品供給 ( 入札等 )

制度要綱」、「甲府市上下水道局建設工事等請負契約に係る指名停止など措置 

要綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく 

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を 

経過していること。 

（８）会社更生法 ( 平成１４年法律第１５４号 ) に基づく更正手続開始の申立又は 
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  民事再生法 ( 平成１１年法律第２２５号 ) に基づく民事再生手続開始の申立が 

  なされている者 ( 更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争 

  入札参加資格の再認定を受けた者を除く。 ) でないこと。 

（９）法人住民税の滞納がない者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

        （この期間内の土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

        午前９時から午後５時まで 

（２）配付場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

        甲府市下石田二丁目２３番１号（上下水道局本局庁舎３階） 

        電話 ０５５－２２８－３４３６ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市上下水 

        道局ホームページ（企業向け情報 入札情報）又は甲府市ホーム 

        ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報（その他・公募

型））から情報を入手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

  ア 期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

       （この期間内の土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

       午前９時から午後５時まで 

  イ 場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

       甲府市下石田二丁目２３番１号（上下水道局本局庁舎３階） 

       電話 ０５５－２２８－３４３６ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午前１０時 

（２）場 所 甲府市上下水道局本局庁舎３階大会議室 

       甲府市下石田二丁目２３番１号 

       ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

 落札者の決定に当たり、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る 

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００／ 

１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

  この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽 

の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる 

 いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

  甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定 

 められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落 
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札者とする。 

８ 本入札は「甲府市上下水道事業管理者の所管に係る長期継続契約を締結するこ 

 とができる規程」（平成１９年４月規程第２４号）に基づく長期継続契約であり 

 翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった 

場合は、当該契約は解除する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第３４条第１項第３ 

号に規定する、過去２年の間に国 ( 公社、公団を含む。 ) 又は地方公共団体と 

種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをす 

べて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めら 

れる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市上下水道局契約規程 

及び甲府市契約規則による。 
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                       甲府市上下水道局告示第９号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１件の一般競争入

札を執行する。 

 

令和４年２月１７日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      上下水長契－３号 

（２）業務名称      甲府市上下水道局本局庁舎清掃業務委託 

（３）履行期間      令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

   甲府市・甲府市上下水道局における入札参加資格の認定を受けている者で、

次の条件をすべて満たす者とする。 

（１）甲府市内に本店・支店又は営業所を有する者であること。 

（２）入札有資格者名簿での登録業種が「清掃」であること。 

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０

号）第１２条の２第１項第１号に掲げる建築物清掃業又は同項第８号に掲げる

建築物環境衛生総合管理業の登録を山梨県知事又は甲府市長から認められてい

る者。 

（４）地方自治法施行令 ( 昭和２２年政令第１６号 ) 第１６７条の４の規定に該当 

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 ( 平成３年法律第７７号 )

第２条第６号に規定する暴力団員 ( 以下「暴力団員」という。 ) でないこと。  

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市上下水道局物品供給 ( 入札等 )

制度要綱」、「甲府市上下水道局建設工事等請負契約に係る指名停止など措置 

要綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく 

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を 

経過していること。 

（８）会社更生法 ( 平成１４年法律第１５４号 ) に基づく更正手続開始の申立又は 
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  民事再生法 ( 平成１１年法律第２２５号 ) に基づく民事再生手続開始の申立が 

  なされている者 ( 更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争 

  入札参加資格の再認定を受けた者を除く。 ) でないこと。 

（９）法人住民税の滞納がない者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

        （この期間内の土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

        午前９時から午後５時まで 

（２）配付場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

        甲府市下石田二丁目２３番１号（上下水道局本局庁舎３階） 

        電話 ０５５－２２８－３４３６ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市上下水 

        道局ホームページ（企業向け情報 入札情報）又は甲府市ホーム 

        ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報（その他・公募

型））から情報を入手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

  ア 期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

       （この期間内の土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

       午前９時から午後５時まで 

  イ 場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

       甲府市下石田二丁目２３番１号（上下水道局本局庁舎３階） 

       電話 ０５５－２２８－３４３６ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午前１０時３０分 

（２）場 所 甲府市上下水道局本局庁舎３階大会議室 

       甲府市下石田二丁目２３番１号 

       ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

 落札者の決定に当たり、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る 

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００／ 

１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

  この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽 

の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる 

 いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

  甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定 

 められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落 
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札者とする。 

８ 本入札は「甲府市上下水道事業管理者の所管に係る長期継続契約を締結するこ 

 とができる規程」（平成１９年４月規程第２４号）に基づく長期継続契約であり 

 翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった 

場合は、当該契約は解除する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第３４条第１項第３ 

号に規定する、過去２年の間に国 ( 公社、公団を含む。 ) 又は地方公共団体と 

種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをす 

べて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めら 

れる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市上下水道局契約規程 

及び甲府市契約規則による。 
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                      甲府市上下水道局告示第１０号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１件の一般競争入

札を執行する。 

 

令和４年２月１７日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      上水長契－２号 

（２）業務名称      平瀬浄水場ほか庁舎清掃業務委託 

（３）履行期間      令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市・甲府市上下水道局における物品供給競争入札参加資格の認定を受けて 

いる者で、次の条件をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店・支店又は営業所を有する者であること。 

（２）入札有資格者名簿での登録業種が「清掃」であること。 

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第１２条の２第１項第１号に掲げる建築物清掃業又は同項第８号に掲げる建築 

物環境衛生総合管理業の登録を山梨県知事又は甲府市長から認められている

者。 

（４）地方自治法施行令 ( 昭和２２年政令第１６号 ) 第１６７条の４の規定に該当 

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 ( 平成３年法律第７７号 )

第２条第６号に規定する暴力団員 ( 以下「暴力団員」という。 ) でないこと。  

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市上下水道局物品供給 ( 入札等 )

制度要綱」、「甲府市上下水道局建設工事等請負契約に係る指名停止など措置 

要綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく 

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を 

経過していること。 

（８）会社更生法 ( 平成１４年法律第１５４号 ) に基づく更正手続開始の申立又は 
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  民事再生法 ( 平成１１年法律第２２５号 ) に基づく民事再生手続開始の申立が 

  なされている者 ( 更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争 

  入札参加資格の再認定を受けた者を除く。 ) でないこと。 

（９）法人住民税の滞納がない者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

        （この期間内の土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

        午前９時から午後５時まで 

（２）配付場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

        甲府市下石田二丁目２３番１号（上下水道局本局庁舎３階） 

        電話 ０５５－２２８－３４３６ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市上下水 

        道局ホームページ（企業向け情報 入札情報）又は甲府市ホーム 

        ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報（その他・公募

型））から情報を入手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

  ア 期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

       （この期間内の土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

       午前９時から午後５時まで 

  イ 場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

       甲府市下石田二丁目２３番１号（上下水道局本局庁舎３階） 

       電話 ０５５－２２８－３４３６ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午前１１時 

（２）場 所 甲府市上下水道局本局庁舎３階大会議室 

       甲府市下石田二丁目２３番１号 

       ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

 落札者の決定に当たり、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る 

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００／ 

１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

  この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽 

の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる 

 いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

  甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定 

 められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落 
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札者とする。 

８ 本入札は「甲府市上下水道事業管理者の所管に係る長期継続契約を締結するこ 

 とができる規程」（平成１９年４月規程第２４号）に基づく長期継続契約であり 

 翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった 

場合は、当該契約は解除する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第３４条第１項第３ 

号に規定する、過去２年の間に国 ( 公社、公団を含む。 ) 又は地方公共団体と 

種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをす 

べて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めら 

れる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市上下水道局契約規程 

及び甲府市契約規則による。 
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                      甲府市上下水道局告示第１１号  

 

甲府市上下水道局契約規程 ( 昭和３９年４月管理規程第２号 ) 及び甲府市契約規

則 ( 昭和５０年１２月規則第６６号 ) 第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争 

入札を執行する。 

 

令和４年２月１７日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       上水長契－１号 

（２）件名         電子複写機（デジタルモノクロ複合機）賃貸借 

（３）機種・規格・数量など 仕様書による 

（４）賃貸借期間      令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（５）納入場所       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

 甲府市・甲府市上下水道局における入札参加資格の認定を受けている者で、次の

条件をすべて満たす者とする。 

（１）甲府市内に本店・支店又は営業所を有する者。 

（２）入札有資格者名簿での登録業種が「事務用品」であること。 

（３）地方自治法施行令 ( 昭和２２年政令第１６号 ) 第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 ( 平成３年法律第７７号 )

第２条第６号に規定する暴力団員 ( 以下「暴力団員」という。 ) でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市上下水道局物品供給(入札

等 ) 制度要綱」、「甲府市上下水道局建設工事等請負契約に係る指名停止等措

置要綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づ

く指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法 ( 平成１４年法律第１５４号 ) に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法 ( 平成１１年法律第２２５号 ) に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者 ( 更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）法人住民税の滞納が無いものであること。 
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３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

        （この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

        午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

        甲府市下石田二丁目２３番１号 

        電話 ０５５－２２８－３４３６ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市上下水

道局ホームページ（企業向け情報 入札情報）又は甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報（その他・公募

型））から情報を入手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

  ア 期間 令和４年２月１７日（木）～令和４年２月２８日（月） 

       （この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

       午前９時から午後５時まで 

  イ 場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

       甲府市下石田二丁目２３番１号 

       電話 ０５５－２２８－３４３６ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年３月１６日（水） 午前９時３０分 

（２）場 所 甲府市上下水道局本局庁舎３階大会議室 

       甲府市下石田二丁目２３番１号 

       ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００ 

 に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端 

 数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

  この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽 

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる 

 いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

  甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定 

められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落

札者とする。 

８ 長期継続契約 

  本入札は、「甲府市上下水道事業管理者の所管に係る長期継続契約を締結する 

ことができる規程」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約 
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に係る収入予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第３４条第１項第３

号に規定する、過去２年の間に国 ( 公社、公団を含む。 ) 又は地方公共団体と

種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをす

べて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めら

れる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市上下水道局契約規程

及び甲府市契約規則による。 

 

- 169 -



                      甲府市上下水道局告示第１２号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和４年２月２４日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （舗装）１１０１０４号 

工事名 （路４－３）路面復旧工事 

工事場所 甲府市南口町地内（ＪＲ南甲府駅の北） 

工事概要 

１ 工事内容 

・アスファルト舗装工（再生密粒度ＡＳＣ） 

              Ａ＝２，１６０㎡ 

・上層路盤工（再生瀝青安定処理） 

              Ａ＝１，７１０㎡ 

・区画線工  １式 

・付帯工   １式 

２ 工期 令和４年７月１９日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２７，８９６，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 

３ 同種工事施工実績 

路面復旧工事等。 

ただし、１件の工事請負額が 、 

１，３００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１８年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 入札説明書に記載 
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（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1  入札説明書等配付開始日 令和４年２月２４日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和４年３月７日 

３ 申請書受付開始日 令和４年２月２４日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年３月７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年３月１１日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年２月２４日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年３月１４日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年２月２４日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年３月１４日 

10 入札及び開札日時 
令和４年３月１８日 

午前９時００分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年３月１６日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年３月１７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用「甲府市低入札価格調査実施要綱（令和３年４月１日改

正）」 

支払条件 前金払 請求できる 
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中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第１３号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、甲府市余裕期間制度の試行に係る事務処理要領の適用を受け

るものである。 

 

令和４年２月２４日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （舗装）１１０１０５号 

工事名 （路４－２１）路面復旧工事（余フ） 

工事場所 甲府市屋形二・三丁目地内（武田神社の南）外１箇所 

工事概要 

１ 工事内容 

１号箇所 

・表層工（再生密粒度ＡＳＣ ｔ＝５ｃｍ） 

               Ａ＝１０６０㎡ 

（改質ＡＳＣⅡ型  ｔ＝５ｃｍ） 

               Ａ＝  １４㎡ 

・基層工（再生粗粒度ＡＳＣ ｔ＝５ｃｍ） 

               Ａ＝  １４㎡ 

・上層路盤工（ｔ＝６ｃｍ）  Ａ＝１０２０㎡ 

・区画線工  １式 

・付帯工   １式 

２号箇所 

・表層工（再生密粒度ＡＳＣ ｔ＝５ｃｍ） 

                Ａ＝２００㎡ 

・区画線工  １式 

２ 工期 令和４年９月２８日まで 

３ 

適用される

余裕期間制

度の方式の

別及び工事

開始日 

方式：フレックス方式 

工事開始日：契約締結日の翌日から令和４年５月

２０日までの間で受注者が選択する日 

４ 
予定価格 

（税込み） 
１２，１００，０００円 
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５ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 

３ 同種工事施工実績 

路面復旧工事等。 

ただし、１件の工事請負額が 、 

６００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１８年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1  入札説明書等配付開始日 令和４年２月２４日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和４年３月７日 

３ 申請書受付開始日 令和４年２月２４日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年３月７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年３月１１日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年２月２４日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年３月１４日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年２月２４日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年３月１４日 

10 入札及び開札日時 
令和４年３月１８日 

午前９時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
契約時 

（落札者のみ） 
工事開始日設定通知書 
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４ 
工事開始日 

（落札者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年３月１６日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年３月１７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用「甲府市低入札価格調査実施要綱（令和３年４月１日改

正）」 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 

 

 

 

- 175 -



任免辞令 
 

（市長事務部局） 

市立甲府病院 看護部 主任  木村 りま莉 

退職を承認する 

以  上  発 令 日  令和 ４年 ２月２８日 
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